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本村では昭和 57 年に策定された第１次総合計画から、これまで４度にわたって策定を行い、時代に

即した様々な施策や事業を推進してきました。直近では、令和４年度に策定された令和 15 年度を目標

期間とする『中城村第五次総合計画基本構想』（以下、基本構想）において「中城が好き～誇りと愛着

が生み出す とよむ中城～」を将来像に掲げ、令和 7 年度を目標期間とする『前期基本計画』を柱とし

て村づくりに取り組んできました。しかし、令和７年度をもって前期基本計画の計画期間を終了するこ

とから、令和８年度から令和 11 年度を計画期間とする『中期基本計画』を策定し、引き続き基本構想

の実現に向けて取り組んでいく必要があります。 

前期基本計画の期間内においては、全国的な課題として、加速する少子高齢化、豪雨等の災害の激甚

化や気候変動への対応、アフターコロナの中でのデジタルトランスフォーメーション（DX）の進展や

インバウンドの増加、特殊詐欺等の犯罪の多様化、物価高や人件費の高騰を背景とする経済的課題等、

社会全体で様々な変化がありました。 

本村においても、小中学校の移転・整備、国道 329 号西原バイパスの事業化、「島にんじん」の GI

登録、タウンセンター周辺の地区計画等の土地利用検討、子育てに対する支援等、村民の方々の生活に

直結した取組みが進められています。さらに本村は未だ人口が増加傾向にある全国的にも数少ない自

治体ですが、近年では人口増加のスピードも緩やかになり、住民基本台帳によると令和７年 12 月末時

点での本村の人口は 22,865 人（令和 2 年国勢調査から＋708 人）となっています。今後は、人口とい

うこれまでの量的な成長を評価し、生活の中での豊かさを付加していく、質的な成長を伴走させるとい

う前基本計画からの目標を踏襲しながら、持続的な発展を目指していく必要があります。 

このように、本村を取り巻く社会情勢や環境、村民ニーズが刻々と変化する中、中期基本計画では村

民の方々の村政や生活する上での様々なご意見や、前期基本計画の評価検証をふまえ、本村の魅力の向

上と、変化する課題に柔軟にかつ総合的に対応するため、今後４年間で行政として施策ごとに設定する

目標に向かって、取組みを進めていきます。 
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総合計画は、村の目標とする将来像と村の目指すべき姿を明確にし、その実現のための基本的方向性

を示すもので、村政運営の基本として、村の最上位計画に位置づけられるものです。 

「基本構想」「基本計画」「実施計画」で構成され、本計画は「中城村第五次総合計画基本構想」を実

現するために定められる「中城村第五次総合計画中期基本計画」です。 

 

【基本構想】 計画期間：11年間 

基本構想は村の将来像と 5 つの基本理念、７つの目指すべき姿を定めており、計画期間は令和 4 年

度～令和 15 年度の 11 年間です。 

 

【基本計画】 計画期間：前期 3年間、中後期 4年間 

基本計画は、基本構想に掲げられた将来像を実現するための計画です。基本構想で示された目指す村

の姿を 18 の基本施策として、現状と課題や基礎データ、取組みの方向性、成果指標等を示しています。

計画期間は前期基本計画３年（令和 5 年度～令和 7 年度）、中期基本計画４年（令和 8 年度～令和 11

年度）、後期基本計画４年（令和 12 年度～令和 15 年度）とします。本計画は中期基本計画に該当し、

後期基本計画については本計画の達成状況や社会経済情勢の動向をふまえて改定を行います。 

 

【実施計画】 計画期間：3年間 

実施計画は基本計画をもとに具体的な事業を実施するための事業計画です。実施計画の期間は３年

間とし、毎年ローリング方式により、社会経済情勢の変化や財政状況等を照らし合わせながら、必要な

見直しを行います。 
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中城村第五次総合計画に掲げる取組を着実に推進していくにあたり、年度ごとの進捗状況を把握し、

計画期間終了時における計画の達成に向けた事業の改善や見直しにつなげるため、検証・評価を実施ま

す。進捗状況についてた取組みごとに進捗の確認リストを作成し、各課担当者が記入を行います。検

証・評価の手法については以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検証・評価項目 

検証・評価項目 記載内容 

実施内容 実施事業名、実施した内容を記載する 

評価・課題 実施内容に基づき、１年間で得られた成果、評価、課題につい

て記載する 

今後の方向性 評価・課題に基づき、次年度以降の実施内容や取組みの方向性

を検討して記載する 

指標に対する成果 設定した指標に対する評価を記入する。指標Ⅰ、Ⅱについては

具体的な数値を、指標Ⅲ、Ⅳについては、取組みを行ったこと

に対する成果を記載する 

指標に対するコメント 成果に対する評価を記載する 

次期計画策定時の方向性 次期計画に向けて継続、見直し、廃止等の方向性を記載する 
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前期基本計画では基本構想で５つの基本理念と７つの目指す村の姿を設定し、基本計画で 18 の基本

施策、52 の分野、298 の主な取組みを設定しています。その主な取組みの全てにおいて指標を設定し、

担当課に現状をヒアリングしながら評価を行いました。全ての取組みの中で、未実施あったものは 25

件で、これらの取組みについては、中期基本計画の中で方向性を再整理しました。 

 

■参考：前期基本計画の取組数・指標数 

※１つの取組みに複数の指標を設定している場合もあるため、取組数と指標数は一致しない 

目指す村の姿 施策 

取組

数 

指標数 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

子どもの健やかな

成長を支援します 

１．妊娠から成長までを支える仕組みを構築します 21 12 6 18 2 

２．子どもの豊かな教育を支援します 30 3 15 20 0 

誰もが笑顔で元気

に生活できる村に

します 

３．健康に暮らすことができる村をつくります 13 16 4 0 0 

４．地域で支えあい、いきいき暮らせる村をつくります 19 1 3 13 1 

５．たる学びの機会を創出します 9 1 3 4 1 

６．多様性を尊重し自分らしく暮らせる村をつくります 8 1 1 5 2 

７．平和の心を次世代につなぎます 4 0 1 2 1 

豊かな自然と歴史

文化を守り継承し

ます 

８．中城の美しい自然環境を保全します 7 0 1 0 6 

９．地球環境に配慮した取組みを推進します 10 1 3 2 4 

10．文化財を保存・継承します 19 2 2 11 4 

安定したまちの基

盤をつくります 

11．全ての人が快適に生活できるまちの基盤を整備します 31 9 1 16 6 

12．暮らしやすい住環境と美しい景観を創出します 15 0 2 3 10 

中城の魅力を創造

し発展させます 

13．経済と産業のさらなる発展を目指します 46 16 13 11 7 

14．多様な交流が生まれる環境を創出します 3 0 0 2 1 

安全・安心の暮ら

しを創出します 

15．災害に強い基盤と仕組みをつくります 15 2 2 10 0 

16．住民生活の安全・安心を確保します 22 7 5 9 2 

連携と協働により

持続的発展を目指

します 

17．地域コミュニティを育成します 9 1 0 6 2 

18．役場の体制強化と堅実な行財政運営を進めます 17 7 5 3 3 

合計 298 79 68 135 52 
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昨今、国内外を問わず、村を取り巻く社会・経済の状況は大きく変化しており、本村においても村民

生活や今後のまちづくりに大きな影響を及ぼすことが予想されます。そのため、今後起こりうる変化を

予測し、柔軟に対応できる計画とすることが必須となることから、特に以下のような視点をもって計画

の推進を図っていきます。 

日本の人口は平成 20 年の１億 2,808 万人をピークに減少傾向にあり、令和２年度国勢調査では１億

2,615 万と前回調査である平成 27 年国勢調査と比較して 86 万 8 千人減少しています。国立社会保障・

人口問題研究所（以下「社人研」）の将来推計人口によると 2060 年時点での総人口は 8674 万人、この

うち 65 歳以上の高齢者は 3,464 万人で、人口の約 40％になると推計されています。 

人口減少が進行すると、労働力不足、経済規模の縮小、社会保障制度への影響、地方財政への影響、

コミュニティ機能の低下による地域社会への影響等、多くのマイナス影響が想定されています。 

本村では令和 6 年度末時点で、高齢化率は 21.8％（全国の高齢化率は 29.3％）となっており、全国

と比較すると低い水準を保っていますが、今後本村でも確実に進行していくであろう少子高齢化に対

応するため、各種支援を行う事により、子どもから高齢者までが安心して暮らしていける仕組みを作る

ことが必要です。 

 

近年、気候変動等を原因として集中豪雨や洪水、大規模地震、異常高温、干ばつ等の自然災害が多発

し、全世界的に大きな影響が及ぼされています。さらに自然災害だけでなく、農産物等の食糧生産への

影響や、漁業環境の変化、生物多様性への影響なども課題となっています。 

特に地球温暖化への対策は急務であり、国は 2020 年 10 月に「2050 年までに、温室効果ガスの排出

を全体としてゼロにする、すなわち 2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」と宣

言し、温室効果ガスの削減目標を「2030 年度において 2013 年度から 46％削減する」としています。 

カーボンニュートラルの実現は全世界的な課題ではありますが、国や企業、個人がそれぞれの立場か

ら限りある資源に配慮した低炭素社会づくりに出来ることから取組む姿勢が必要です。 

本村は豊かな自然に恵まれ、それが大きな魅力のひとつです。斜面緑地をはじめとした森林の保全、

海や河川の環境保全等に積極的に取組み、環境と調和した地域の形成を目指していく必要があります。 
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多発する自然災害の教訓をふまえて、国、県、各自治体でも防災・減災のための取組みが進められて

います。一方で高齢化やコミュニティの希薄化等、地域を取り巻く環境の変化に伴い、施設の整備や災

害準備品の確保だけでは安全安心なまちづくりは困難になることが想定され、災害に強いまちづくり

のためには、一人ひとりが助け合いながら地域でできることを実践する「自助」「共助」「公助」の考え

方を組み合わせた災害対策が必要となっています。 

また、子どもや高齢者の交通事故や、近年増加している特殊詐欺等の犯罪の被害にあうケースも絶え

ないことから、交通安全や防犯に対する意識を一層高め、村民や事業者、行政が相互に連携して安全安

心のまちづくりを進めていくこと必要です。 

 

高齢化の進展等を背景に、国民医療費、介護費用は年々増加しており、それに伴って介護保険料や健

康保険料の値上げも行われています。医療保険制度、介護保険制度については給付と負担のバランスを

図りながら持続可能性を確保することが必要となっています。 

また、健康寿命という考え方が広く一般的になってきましたが、2022 年の厚生労働省のデータによ

ると、健康寿命と平均寿命の差は、男性で約 8～9 年、女性で約 11～12 年となっており、この差は医

療や介護の必要となる「健康ではない期間」となります。この期間が長くなればなるほど、医療費や介

護費の増加につながるため、健康寿命をのばし、健康寿命との差を縮めるため、若いうちから運動や食

生活を通した健康習慣を身につけることが、重要視されています。 

 

国の子育て支援は、少子化、人口減少への対策として、2023 年に発足した「こども家庭庁」を中心

に経済的支援、保育サービスの拡充、働き方改革を３つの柱として、急速に強化されています。経済的

支援として、児童手当の拡充や高等教育の無償化、保育サービスの拡充として「こども誰でも通園制

度」の実施や認定こども園の整備、働き方改革として「産後パパ育休」等育児休業の強化や「育児・介

護休業法」の改正等が進んでいます。 

また、各自治体においても独自の子育て支援策が取り組まれており、給食費の無償化や子ども医療費

助成の対象拡大、第２子以降の保育料無料化など自治体によって様々なメニューが検討されています。 

いまや子育てのしやすさや教育環境の良さ、支援の手厚さは、子育て世帯が住居を決定する際の重要

なポイントとなっており、自治体の人口減少対策の一環としても取組みが進められています。 
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日本の物価高は、2021 年頃から始まり、ロシアのウクライナ侵攻など世界情勢が不安定化したこと

による原材料の資源・原材料物価高騰、コロナ禍からの需要回復及び記録的な円安等を主な原因として

加速しましています。令和６（2024）年４月における消費者物価指数が令和２（2020）年から 7.7％上

昇するなど物価高騰の状況が現在も続いています。さらに賃金の上昇が物価上昇に追い付かず、実質賃

金はマイナス傾向が続いており、家計を圧迫する状況となっています。国は賃上げやガソリン価格の抑

制、政府備蓄米の売渡しなど対策を進めており、2025 年から 2026 年にかけては、多くの自治体で国

の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した独自の物価高対策が実施・計画されていま

す。 

 

昨今の情報通信技術の発展は目覚ましく、ICT（Information and Communication Technology）に加

えて、IoＴ（Internet of Things）や AI（Artificial Intelligence：人工知能）による業務の効率化や新た

な価値が生み出されることが見込まれています。特に新型コロナウイルス感染症の影響等を受け、新し

い生活様式が広がる中で、経済活動や日常生活におけるデジタル技術の活用は、ますます広がっていく

と想定されています。人口減少や都市部への人口集中による地方の過疎化が課題となっている中で、デ

ジタル化の進展は地域課題の解決や地域の魅力向上に向けた取組みのひとつの手段として期待されて

います。 
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本村の人口は第一次総合計画が策定された 1982 年以降、順調に増加しており、2020 年の国勢調査

で、初めて 2 万人を突破しました。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、今後は増加ペース

は落ちるものの、2050 年までは人口の増加が続くと見込まれています。 

また、年代別に見ると 2020 年で年少人口 18.2％、生産年齢人口 62.7％、高齢人口 19.1％となって

おり、全国的にみると少子高齢化の進行は抑えられている（全国：年少人口 11.4％、生産年齢人口 59.5％、

老齢人口 28.8％）状況であるとはいえ、2050 年の推計値を見ると、年少人口、生産年齢人口が減少し、

高齢人口が増加する傾向が見られます。 

 

 

 

 

本村では、これまで子育て、教育・保育への支援に力を入れており、多くの取組みを行ってきました。

特に、機構改革によって「こども課」が新設されて以降、子育て支援施策は年々充実してきており、子

育てしやすい村に向けて確実に進んできたと言えます。 

近年では子ども医療費の 18 歳まで無償化、給食費の無償化、中城村出産・子育て応援事業等に取組

んでおり、幼児教育については、認定こども園を含めた保育施設の充実により、0～2 歳の待機児童 0

人を達成していますが、一方で支援が必要な子どもの増加や保育士不足等の課題も抱えており、今後も

取組みを継続しつつ状況に応じた適切な対応が必要となっています。 

また人口増加に伴い平成 25 年に南上原地区に中城南小学校が新規に開校、令和７年度からは老朽化

に伴う中城小学校、津覇小学校の建て替え工事の完了、さらに村内唯一の中学校である中城中学校は令

和 11 年度に役場庁舎横への移転整備が完了する予定となっています。  
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本村には中城城跡をはじめとした文化財が数多く残っており、琉球の歴史を伝える貴重な資源であ

ると同時に、本村にとっての重要な観光資源でもあります。 



10 

令和 2（2020）年の国勢調査によると本村の産業別割合は第一次産業 2.3％、第二次産業 17.1％、第

三次産業 76.4％となっています。村内の就業者数は 9,021 人で、医療・福祉が最も多く 18.2％（1,646

人）、次いで卸売業・小売業が 14.3％（1,287 人）、建設業 11.8％（1,068 人）となっています。 

本村の基幹産業は優良な農地を活かした農業であり、農業の振興、農地の活用について様々な取組

みを行っています。特に令和 6 年度に策定した「地域計画（目標地図）」においては、策定の段階から

農家の意向調査や地域座談会を開催し、遊休農地の活用や担い手の育成についての将来ビジョンを定

めています。また本村の特産品である「中城島ニンジン」がＧＩ保護制度の登録を受け、地域ブランド

として保護されるとともに、中城島ニンジンを活用した特産品の開発にも力を入れていく必要があり

ます。 

 

本村は那覇市から約 15 ㎞圏域にあり、公共交通については、路線バスおよび主に村民が利用する、

「護佐丸バス(村内コミュニティバス)」が運行しています。主に県民が利用する路線バスは、那覇空港

や那覇バスターミナルなどから中城村を通る路線が運行しています。一方で護佐丸バスは地域住民の

自立した日常生活及び社会生活に寄与するため、村内の実情に即した公共交通として導入されており、

必要に応じて運行ルートの見直しやダイヤの見直しが行われています。また、ラストワンマイルをカバ

ーするサービスとしてシェアサイクルの実証実験も行われています。 
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令和５年３月に策定された「中城村第五次総合計画基本構想」において、今後 11 年間の間で目指す

べき基本的な考え方を中城の将来像として以下のように定めています。 

 

 

全国的に人口減少、少子高齢化の進行が課題となる中、本村では人口増加フェーズが続いています。

第四次総合計画の期間内では特に市街化区域である南上原地区を中心に人口の増加という量的な成長

が一定の成果として成し遂げられてきましたが、第五次総合計画の 11 年間では、一定規模の人口増加

を目指しながらも、その先を見据えて、中城村で暮らしている一人ひとりの暮らしの質を高めていくこ

とが必要になると言えます。 

量的な発展に加え、質的な豊かさを付加していく重要な期間と位置づけ、中城が未来永劫に「とよ

む」という基本的な視点を踏襲しながら、持続的な発展を目指していきます。 

「とよむ」とは… 

「鳴り響く」の意味。中城村は、豊かな土地と景観に恵まれ、古くは貝塚時代（約 3500 年

前）から人が住み着いていたことが知られている。古琉球時代以降、護佐丸や中城城などの歴

史を彩る人物や史跡が登場し、琉歌にも「とよむ中城 よしの浦のお月 みかげ照り渡て さ

びやないさめ（世に名高い中城城から吉の浦を眺めると月が美しく照りわたり、なんと平和な

ことか、とても災いなどあろうはずがない）」とうたわれている。「とよむ」という言葉は、中

城においては、この琉歌に由来して、文化・生活すべての面で活気があり、世に響き渡る理想

的な村の姿を表す端的な言葉であると言われている。 
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まちづくりの基本理念は、「中城の将来像」と、この将来像を実現するための柱となる「施策の大綱」

を相互に調整した、まちづくりの共通の考え方となるもので次のとおり定めています。 

Persons 
・すべての村民が、健康で文化的な暮らしを送ることができる社会を実現します。 

・子どもたちが健やかに生まれ育つ社会の実現に向けて、より充実した取組みを推進します。 

・全ての世代がいつまでも健康で生き生きと暮らすことのできる取組みを推進します。 

・異なる立場の人たちが、分け隔てなく暮らせる多様性社会の実現や、これまでも追い求めてきた平和

への希求を欠くことなく、新しい時代に向けての基盤を形成していきます。

Roots 
・中城の未来を描いていくためには、自然環境、歴史的風土等、これまでに継承してきた様々な価値

（中城村のルーツ）を理解し共有することが必要です。 

・村のルーツである自然・歴史・文化を知り、理解し、村民一人ひとりがその価値を再認識し、後世へ

と継承していけるように尽力していきます。 

Life 
・住環境やまちの基盤が整備され、住まい、仕事、余暇活動といった日常生活の充足を図ります。 

・地区の特性やニーズに応じた取組みを柔軟に推進することで、村民の満足度を高めます。 

・農業や観光等中城の有するポテンシャルを活かした、新たな価値を生み出す施策に取組みます。 

・交流人口や関係人口を増やすことで交流を促進し多くの中城ファンを生み出すことを目指します。 

Sustainability 
・災害に対しては、その被害を軽減し、立ち直っていく復元性をもった仕組みを整えていきます。 

・新住民を含めた新たなコミュニティ育成にも積極的に取り組んでいきます。 

・財政の健全化や各種システムの積極的なDXの推進による行政事務の効率化を進めます。 

・行政運営を担う職員のさらなる資質向上を図り、人的資源の持続的な維持、確保を図ります。

Cooperation 
・上記 4つの理念を実現していくうえで、これらに通底する理念として位置付けます。 

・周辺市町村との広域連携として北中城村をはじめとする周辺市町村との連携を視野に入れ、広域行

政という枠組みの中での取組みの実施を常に念頭に置いた企画立案を目指していきます。 

・DXによるつながりをもとに、様々な領域におけるデジタル化を推進することで、より高次のサービ

スや新たなビジネスモデルを創出していくための基盤形成に取り組んでいきます。
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以下のとおり「目指す村の姿」を掲げ、まちづくりを推進します。
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本村の自然環境や社会経済的及び文化的諸条件等の地域特性や動向をふまえ、将来像である「中城が

好き ～誇りと愛着が生み出す とよむ中城～」の実現にむけて、土地の有効活用と環境保全との調和

による中城の発展をめざし、次のような土地利用の基本方針を設定します。 

 

地域区分別に以下の方針を土地利用の基本とします。
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土地改良事業の導入された大部分の農用地については、現況の土地利用保全を基本とします。新た

な土地利用の導入も含め、農業系、住宅系、商業系、工業系土地利用等異なる土地利用の調和のとれ

た配置を実現していくとともに、地域の生活拠点形成のため、地区施設等の適切な配置や地域間連携

が密接に行えるきめ細やかな土地利用誘導を図ります。また、既存の集落地周辺居住用地での安全で

防災性の高い住環境を形成していきます。 

 

本村の農地や森林、海岸線などの自然環境は、本村住民のみに留まらず、沖縄本島中部地域におけ

る都市居住者にとっての貴重な共有資源です。近年においては、地域の資源を活かした個性的で魅力

あるまちづくりが一層求められる時代となってきており、自然景観や広大な田園風景などの本村の

魅力の維持・向上に努め、これらを最大限に活かすことができるまちづくりを進めます。 

さらに、災害の発生防止や温暖化の防止など潜在的な機能や将来にわたる食糧供給の基盤として

の重要な機能を有することから、人と自然が共生しながら自然環境を保全していくためのまちづく

りを進めます。 

   

沖縄電力吉の浦火力発電所の周辺地域においては、良好な商工観光業振興拠点形成の早期実現の

ための土地利用施策を進めていきます。 

また、発電所周辺以外のエリアについても、良好な居住環境の保全やまちの基盤の更新、農用地の

有効利用等について地域の特性を活かした総合的な整備を検討していきます。 

 

県全域および近隣市町村の開発動向に即した都市構造の位置づけとの整合性を図りつつ、那覇広

域都市計画区域から中部広域都市計画区域への移行も含め、多様な都市計画のあり方を検討します。

また、斜面緑地を境に二分化された平坦地域・台地地域ごとに住民生活に対応する土地利用及び公共

施設等の配置を検討していきます。 
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第４次総合計画で位置づけられた４つの拠点を生かしたまちづくりを、継続的に推進していきま

す。 

 

世界遺産中城城跡を中心に、広域的な利用を促す県営中城公園の整備に並行して、新たな公共施設

等の誘致・整備を検討し、中城の歴史と文化の拠点形成を進めます。 

 

役場庁舎や護佐丸歴史資料図書館、吉の浦会館や吉の浦公園が集積するエリアは、住民生活を支

え、多様な交流をはぐくむ中城の中心として位置付けます。 

公共・公益施設の機能強化や新たな機能導入を検討し、村の「タウンセンター」としての拠点形成

を進めます。 

琉球大学周辺におけるまちづくりを継続し、学園都市のイメージを生かすとともに大学機能の活

用を図り、高品質な住環境と文化交流の拠点形成を進めます。 

 

吉の浦火力発電所周辺のまちの基盤整備を推進し、居住環境の保全と商工観光業振興の拠点形成

を図るとともに、エココースト※を含む海岸部の整備によって沿岸エリアのネットワーク化を図り

ます。 
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基本施策と分野を

記載しています 

この分野に該当する SDGｓ

アイコンを示します 

村の持つ関連計画

を示します 

取組みの根拠とな

るデータ等を示し

ます 
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取組みの方向性を

示します 

主な取組みと担当課、

成果分類を示します 

成果分類Ⅰ、Ⅱにつ

いて目標値を示し

ます 
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パターンⅠ：KPI（目標達成度を計るための指標）に基づく定量評価 

 

 

パターンⅡ：実績値を目標値として設定する定量評価 

 

 

パターンⅢ：定量的な目標値を設定せず、実施の有無もしくは実績値での評価 

 

パターンⅣ：指標を設定しない定性評価 
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97.4% 97.5% 97.5%

92.4% 95.0% 95.0%

90.9% 95.0% 95.0%

58.2% 62.0% 65.0%

18回/年 12回/年 12回/年

12回/年 12回/年 12回/年

66.9% 70.0% 70.0%

12回/年 12回/年 12回/年

72.7% 95.0% 98.0%

92.5% 95.0% 95.0%

85.5% 90.0% 90.0%

3.7% 10.0% 10.0% 

4回/年 4回/年 4回/年 
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9 人 0 人 0 人 

11,894

人/年

12,000

人/年

15,000

人/年

21,834

アクセス

25,000

アクセス

30,000

アクセス
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19 人 0 人 0 人

6 回 6 回 6 回

2 回 2 回 2 回 

4 回 4 回 4 回 

100% 100% 100% 

4 回/年 4 回/年 4 回/年
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3 人 3 人 3 人

94.0% 95.0% 95.0%

各校 3 回

ずつ/年

各校 3 回

ずつ/年

各校 3 回

ずつ/年

64 人 80 人 100 人

2 回/

年
2 回/年 2 回/年
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18 人/年 18 人/年 18 人/年

7 人/年 18 人/年 18 人/年 

9 人 10 人 10 人

12 人 15 人 15 人 

1 人/年 3 人/年 3 人/年 
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100% 100% 100%

12.7% 25.0% 25.0%
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胃がん検診受診率 9.3% 10.0% 12..0%

肺がん・結核検診受

診率
9.5% 11.0% 13.0%

大腸がん検診受診率 8.9% 10.0% 12.0%

子宮がん検診受診率 15.0% 17.0% 20.0%

乳がん検診受診率 16.3% 18.0% 20.0%

特定健診受診率 45.2% 52.0% 60.0%
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イベント開催箇所数 14 か所 15 か所 16 か所

推進員の人数 16 人 18 人 20 人
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広報の実施回数 8 回/年 8 回/年 8 回/年

法定外繰入金
50,000

千円
0 千円 0 千円

国民健康保険税収納率

（現年度分）
97.2% 98.0% 98.0%

国民健康保険税収納率

（過年度分） 
22.63% 30.0% 30.0% 

ジェネリック医薬品

の利用率
90.4% 92.0% 93.0%

広報の実施 3 回/年 2 回/年 2 回/年

特定保健指導率 79.4% 75%以上 75%以上

保健指導実施率 13.3% 30.0% 50.0%
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写真など

首藤 和音
テキストボックス
写真など

首藤 和音
テキストボックス
写真など
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8.8% 10.0% 12.0%
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4 回/年 4 回/年 4 回/年
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11 件 14 件 15 件

50,659

人/年

57,000

人/年

61,700

人/年
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55 

スポーツ教室数 4 件 4 件 4 件

補助実績 3 件/年 3 件/年 3 件/年
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21.0% 21.0% 21.0%



57 



58 
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61 

1 回/年 1 回/年 1 回/年
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524.9g/日 505g/日 490g/日

18 件/年 15 件/年 15 件/年

不法投棄監視カメラ

の稼働数
18 台 21 台 25 台
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2 回/年 2 回/年 2 回/年
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首藤 和音
テキストボックス
写真など

首藤 和音
テキストボックス
写真など
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11 件 14 件 17 件
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69 



70 



71 



72 
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74 



75 
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77 

42,672

人/年

45,000

人/年

47,000

人/年

15 箇所 17 箇所 20 箇所

7,526 回 
10,000

回 
12,000 回 
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81 

94.2% 95.0% 95.0%

44.9% 45.0% 50.0%

61.0% 65.0% 70.0%

72.0% 77.0% 81.0%

1 回/年 1 回/年 1 回/年
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1 回/年 1 回/年 1 回/年
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82.5% 85.4% 86.1%

6 品目 7 品目 7 品目

３件/年 １件/年 １件/年 

3 件/年 4 件/年 5 件/年

6 人 9 人 12 人

1 人 1 人 1 人

291 戸 291 戸 291 戸

３人/年 ３人/年 ３人/年

1 回/年 1 回/年 1 回/年

17.5% 14.6% 13.9%

2 件/年 2 件/年 2 件/年
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19t/年 21t/年 24t/年

32 人 33 人 35 人
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422 社 442 社 462 社 

163 社 166 社 170 社
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首藤 和音
テキストボックス
写真など

首藤 和音
テキストボックス
写真など
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103,521

人/年

136,000

人/年

168,000

人/年

イベントの実施回数 2 回 6 回 8 回

開発プログラム数 2 件 4 件 6 件

スポーツキャンプ誘

致数
1 件/年 4 件/年 6 件/年

1 件/年 5 件/年 8 件/年

2 件/年 4 件/年 8 件/年
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- 9,000 人
10,000

人
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100 



101 



102 
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5 組 15 組 21 組
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13 人 15 人 15 人

Ⅱ 年 12 回 年 18 回 年 24 回 

３箇所 ３箇所 ３箇所

55.4% 64.1% 64.1%

23 台 23 台 23 台

１人 １人 １人 

34.8% 65.0% 70.0%
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４回/年 ４回/年 ４回/年
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0 37 14 25 0

1,228 基 1,265 基 1,279 基 1,304 基 1,304 基

0

500

1,000

1,500

R2 R3 R4 R5 R6

（基）

新規設置数 累計設置数
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1 回/年 1 回/年 1 回/年
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6.1% 7.5% 8.5%
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117 

280,599

件/年

350,000

件/年

400,000

件/年

2,576 人 3,000 人 5,000 人

1 回/年 1 回/年 1 回/年

73.8% 83.0% 90.0%
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5.1%
15.0% 

以下

15.0% 

以下

0.61 
0.50 

以上

0.50 

以上

63,333

千円/年

420,000

千円/年

820,000

千円/年

47,100

千円/年 

8,000 千

円/年 

12,000

千円/年 

98.6% 99.0% 99.0%

24.3% 35.0% 35.0% 
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